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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　平均一次粒子径が１５ｎｍ以上４５ｎｍ以下であるコロイダルシリカＡと、平均一次粒
子径が前記コロイダルシリカＡの平均一次粒子径の０．２５倍以上０．８倍以下であるコ
ロイダルシリカＢとを含有し、
　前記コロイダルシリカＡにおける長径／短径比の平均値が１．１以上１．４以下（但し
１．４の場合を除く）であり、
　前記コロイダルシリカＢにおける長径／短径比の平均値が１．１以上１．４以下（但し
１．４の場合を除く）であり、
　シリカ粒子の含有量が０．５質量％以下であることを特徴とする研磨用組成物。
【請求項２】
　砥粒としてコロイダルシリカを含有する研磨用組成物であって、前記砥粒の一次粒子径
に基づく粒度分布は１５ｎｍ以上４５ｎｍ以下の範囲内に第１ピークを有し、かつ前記第
１ピークの粒子径の０．２５倍以上０．８倍以下の範囲内に第２ピークを有するとともに
、前記砥粒の長径／短径比の平均値は１．１以上１．４以下（但し１．４の場合を除く）
であり、
　シリカ粒子の含有量が０．５質量％以下であることを特徴とする研磨用組成物。
【請求項３】
　シリコン基板を研磨する用途に用いられる請求項１又は２に記載の研磨用組成物。
【請求項４】
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　シリコン基板を最終研磨する用途に用いられる請求項３に記載の研磨用組成物。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の研磨用組成物を用いてシリコン基板を研磨する研
磨工程を含むことを特徴とする半導体基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、研磨用組成物及び半導体基板の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　シリコン基板の表面を研磨する用途で使用される研磨用組成物として、二酸化ケイ素の
粒子を砥粒として含有する研磨用組成物が知られている。例えば、特許文献１には、平均
一次粒子径の異なる２種類のシリカ粒子と、水溶性高分子と、塩基性化合物とを含有する
研磨用組成物が開示されている。特許文献１では、研磨用組成物に平均一次粒子径の異な
る２種類のシリカ粒子を砥粒として含有させることによって、研磨速度の向上や研磨後の
シリコン基板の表面粗さの低減を図っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－２３１４８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１の研磨用組成物を用いた場合には、シリコン基板の研磨面に
スクラッチが生じ易いという問題があった。また、特許文献１の研磨用組成物は、シリコ
ン基板の研磨面のヘイズレベルを低減するという観点においても不十分なものであった。
【０００５】
　本発明の目的は、研磨対象物の研磨面に生じるスクラッチを低減することができるとと
もに、同研磨面のヘイズレベルを低減することができる研磨用組成物及び半導体基板の製
造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の目的を達成するために、本発明の一態様では、平均一次粒子径が１５ｎｍ以上４
５ｎｍ以下であるコロイダルシリカＡと、平均一次粒子径が前記コロイダルシリカＡの平
均一次粒子径の０．２５倍以上０．８倍以下であるコロイダルシリカＢとを含有し、前記
コロイダルシリカＡの長径／短径比の平均値が１．１以上１．４以下（但し１．４の場合
を除く）であり、前記コロイダルシリカＢの長径／短径比の平均値が１．１以上１．４以
下（但し１．４の場合を除く）であり、シリカ粒子の含有量が０．５質量％以下である研
磨用組成物が提供される。
【０００７】
　本発明の別の態様では、砥粒としてコロイダルシリカを含有する研磨用組成物であって
、前記砥粒の一次粒子径に基づく粒度分布は１５ｎｍ以上４５ｎｍ以下の範囲内に第１ピ
ークを有し、かつ前記第１ピークの粒子径の０．２５倍以上０．８倍以下の範囲内に第２
ピークを有するとともに、前記砥粒の長径／短径比の平均値は１．１以上１．４以下（但
し１．４の場合を除く）であり、シリカ粒子の含有量が０．５質量％以下である研磨用組
成物が提供される。
【０００９】
　研磨用組成物は、シリコン基板を研磨する用途に用いられることが好ましい。
【００１０】
　研磨用組成物は、シリコン基板を最終研磨する用途に用いられることが好ましい。
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【００１１】
　本発明の更に別の態様では、上記研磨用組成物を用いてシリコン基板を研磨する研磨工
程を含む半導体基板の製造方法が提供される。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の研磨用組成物及び半導体基板の製造方法によれば、研磨対象物の研磨面に生じ
るスクラッチを低減することができるとともに、同研磨面のヘイズレベルを低減すること
ができる。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態を説明する。
【００１４】
　本実施形態の研磨用組成物は、砥粒を必須成分として含有する。研磨用組成物は、好ま
しくは水溶性高分子、塩基性化合物、キレート剤、及び界面活性剤を更に含有する。研磨
用組成物は砥粒等の各成分を水に混合して調製される。
【００１５】
　研磨用組成物は、シリコン基板の表面を研磨する用途に使用される。シリコン基板の研
磨工程には、例えば、シリコン単結晶インゴットからスライスされた円盤状のシリコン基
板の表面を平坦化する予備研磨工程（一次研磨及び二次研磨）と、予備研磨工程後のシリ
コン基板の表面に存在する微細な凹凸を更に除去して鏡面化する最終研磨工程とが含まれ
る。研磨用組成物は最終研磨工程に使用されることが特に好ましい。研磨用組成物を用い
て表面を研磨されたシリコン基板は半導体基板の製造に好適に用いることができる。
【００１６】
　（砥粒）
　砥粒は、シリコン基板の表面を物理的に研磨する働きをする。
【００１７】
　砥粒の例としては、無機粒子、有機粒子、及び有機無機複合粒子が挙げられる。無機粒
子の具体例としては、例えば、シリカ、アルミナ、セリア、チタニア等の金属酸化物から
なる粒子、並びに窒化ケイ素粒子、炭化ケイ素粒子及び窒化ホウ素粒子が挙げられる。有
機粒子の具体例としては、例えばポリメタクリル酸メチル（ＰＭＭＡ）粒子が挙げられる
。
【００１８】
　これらの具体例の中でもシリカが好ましい。シリカの具体例としては、コロイダルシリ
カ、フュームドシリカ、及びゾルゲル法シリカが挙げられる。シリコン基板の研磨面に生
じるスクラッチを減少させるという観点において、コロイダルシリカ及びフュームドシリ
カが好ましく、特にコロイダルシリカが好ましい。これらのシリカは一種を単独で用いて
もよく、二種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００１９】
　シリカの真比重は、１．５以上であることが好ましく、より好ましくは１．６以上であ
り、更に好ましくは１．７以上である。シリカの真比重の増大につれて、シリコン基板を
研磨する際に高い研磨速度が得られる。シリカの真比重は、好ましくは２．２以下であり
、より好ましくは１．９以下である。シリカの真比重は、乾燥させたシリカ粒子の重量と
、このシリカ粒子を体積既知のエタノールに浸漬した後の総重量とから算出される。
【００２０】
　研磨用組成物中の砥粒の総含有量は、０．１質量％以上であることが好ましく、より好
ましくは０．２質量％以上であり、更に好ましくは０．３質量％以上である。砥粒の総含
有量の増大につれて、シリコン基板を研磨する際に高い研磨速度が得られる。研磨用組成
物中の砥粒の総含有量は、１０質量％以下であることが好ましく、より好ましくは５質量
％以下であり、更に好ましくは３質量％以下であり、最も好ましくは１質量％以下である
。砥粒の総含有量の減少につれて、研磨用組成物の安定性が向上する。
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【００２１】
　一実施形態において、砥粒は主に、平均一次粒子径の異なる砥粒Ａ及び砥粒Ｂから構成
される。
【００２２】
　砥粒Ａの平均一次粒子径は１５ｎｍ以上であり、好ましくは２０ｎｍ以上である。砥粒
Ａの平均一次粒子径の増大につれて、シリコン基板を研磨する際に高い研磨速度が得られ
る。砥粒Ａの平均一次粒子径は４５ｎｍ以下であり、好ましくは４０ｎｍ以下である。砥
粒の平均一次粒子径の減少につれて、研磨用組成物の安定性が向上する。
【００２３】
　砥粒Ｂの平均一次粒子径は、砥粒Ａの平均一次粒子径よりも小さくなるように設定され
る。具体的には、砥粒Ｂの平均一次粒子径は、砥粒Ａの平均一次粒子径の０．２５倍以上
であり、好ましくは０．３倍以上である。砥粒Ｂの平均一次粒子径は、砥粒Ａの平均一次
粒子径の０．８倍以下であり、好ましくは０．６倍以下である。
【００２４】
　換言すれば、砥粒の一次粒子径に基づく粒度分布が１５ｎｍ以上４５ｎｍ以下の範囲内
に第１ピークを有し、かつ第１ピークの粒子径の０．２５倍以上０．８倍以下の範囲内に
第２ピークを有するように、砥粒は研磨用組成物中に含有される。
【００２５】
　砥粒Ａの平均一次粒子径に対する砥粒Ｂの平均一次粒子径を上記の大きさに設定するこ
とにより、研磨用組成物中の砥粒密度を高めることができる。つまり、砥粒Ａの粒子間に
、平均一次粒子径の小さい砥粒Ｂが入り込むことによって、研磨用組成物中の砥粒密度が
高められる。研磨用組成物中の砥粒密度が高められることによって、シリコン基板を研磨
する際に高い研磨速度が得られる。
【００２６】
　砥粒の平均一次粒子径は、例えば、電子顕微鏡を用いて求めることができる。具体的に
は、所定個数（例えば２００個）の砥粒の走査型電子顕微鏡画像において、一次粒子径に
相当する部分の長さを測定する。砥粒が、複数の一次粒子が会合した二次粒子の形態にあ
る場合には、一次粒子の直径、即ち一個の球体の直径とみなせる部分の長さを測定する。
その後、測定された一次粒子径の平均値を平均一次粒子径として算出する。
【００２７】
　より具体的には、一次粒子径の分布曲線に基づいて砥粒を二つの群に分ける。一次粒子
径が大きい群に属する砥粒の一次粒子径の平均値を砥粒Ａの平均一次粒子径とし、一次粒
子径が小さい群に属する砥粒の一次粒子径の平均値を砥粒Ｂの平均一次粒子径とする。砥
粒Ａの一次粒子径と砥粒Ｂの一次粒子径とは、走査型電子顕微鏡を用いて区別することが
できる程度に異なっていることが好ましい。
【００２８】
　砥粒Ａの長径／短径比の平均値は１．１０以上であり、好ましくは１．１５以上であり
、より好ましくは１．２０以上である。砥粒Ａの長径／短径比の平均値の増大につれて、
シリコン基板を研磨する際に高い研磨速度が得られる。砥粒Ａの長径／短径比の平均値は
２．０以下であり、好ましくは１．８以下であり、より好ましくは１．６以下であり、更
に好ましくは１．４以下である。砥粒Ａの長径／短径比の平均値の減少につれて、シリコ
ン基板の研磨面に生じるスクラッチが減少する。
【００２９】
　砥粒Ｂの長径／短径比の平均値は１．１０以上であり、好ましくは１．１５以上であり
、より好ましくは１．２０以上である。砥粒Ｂの長径／短径比の平均値の増大につれて、
シリコン基板を研磨する際に高い研磨速度が得られる。砥粒Ｂの長径／短径比の平均値は
２．０以下であり、好ましくは１．８以下であり、より好ましくは１．６以下であり、更
に好ましくは１．４以下である。砥粒Ｂの長径／短径比の平均値の減少につれて、シリコ
ン基板の研磨面に生じるスクラッチが減少する。
【００３０】
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　砥粒全体の長径／短径比の平均値は１．１０以上であり、好ましくは１．１５以上、よ
り好ましくは１．２０以上である。砥粒全体の長径／短径比の平均値の増大につれて、シ
リコン基板を研磨する際に高い研磨速度が得られる。砥粒全体の長径／短径比の平均値は
２．０以下であり、好ましくは１．８以下、より好ましくは１．６以下、更に好ましくは
１．４以下である。砥粒全体の長径／短径比の平均値の減少につれて、シリコン基板の研
磨面に生じるスクラッチが減少する。
【００３１】
　砥粒Ａ及び砥粒Ｂの質量に基づく含有比率は、９０：１０乃至１０：９０の範囲内にあ
ることが好ましく、より好ましくは８０：２０乃至２０：８０の範囲内にある。砥粒Ａ及
び砥粒Ｂの含有比率が上記の範囲内にある場合、研磨用組成物中の砥粒密度を好適に高め
ることができる。
【００３２】
　別の実施形態において、研磨用組成物中の砥粒は、粒子の長径／短径比が１．５以上で
ある砥粒と、粒子の長径／短径比が１．５未満である砥粒とから構成される。
【００３３】
　具体的には、研磨用組成物中、長径／短径比が１．５以上である砥粒の数は砥粒の総数
の２０％以上であり、好ましくは３０％以上である。また、長径／短径比が１．５以上で
ある砥粒の数は砥粒の総数の８０％以下であり、好ましくは７０％以下である。
【００３４】
　換言すれば、研磨用組成物中、長径／短径比が１．５未満である砥粒の数は砥粒の総数
の２０％以上であり、好ましくは３０％以上である。また、長径／短径比が１．５未満で
ある砥粒の数は砥粒の総数の８０％以下であり、好ましくは７０％以下である。
【００３５】
　長径／短径比が１．５以上である砥粒の割合の増大につれて、シリコン基板を研磨する
際に高い研磨速度が得られる。長径／短径比が１．５以上である砥粒の割合の減少につれ
て、シリコン基板の研磨面のヘイズレベルが減少する。
【００３６】
　また、シリコン基板の研磨面に生じるスクラッチをより好適に減少させるという観点か
ら、長径／短径比が１．５以上である砥粒の長径／短径比は３．０以下であることが好ま
しい。この場合、研磨用組成物中に含有される砥粒のうち、長径／短径比が１．５以上３
．０以下である砥粒以外の砥粒は全て長径／短径比が１．５未満である砥粒となる。
【００３７】
　研磨用組成物中の砥粒が、粒子の長径／短径比が１．５以上である砥粒と、粒子の長径
／短径比が１．５未満である砥粒とから構成される実施形態の場合、砥粒の平均一次粒子
径は５ｎｍ以上であることが好ましく、より好ましくは１０ｎｍ以上であり、更に好まし
くは３０ｎｍ以上である。砥粒の平均一次粒子径の増大につれて、シリコン基板を研磨す
る際に高い研磨速度が得られる。砥粒の平均一次粒子径は１００ｎｍ以下であることが好
ましく、より好ましくは７０ｎｍ以下であり、更に好ましくは４０ｎｍ以下である。砥粒
の平均一次粒子径の減少につれて、研磨用組成物の安定性が向上する。砥粒の平均一次粒
子径は、例えば、ＢＥＴ法により測定される比表面積から算出される。砥粒の比表面積の
測定は、例えば、マイクロメリテックス社製の“Flow SorbII 2300”を用いて行うことが
できる。
【００３８】
　砥粒の平均二次粒子径は１０ｎｍ以上であることが好ましく、より好ましくは２０ｎｍ
以上であり、更に好ましくは３０ｎｍ以上である。砥粒の平均二次粒子径の増大につれて
、シリコン基板を研磨する際に高い研磨速度が得られる。砥粒の平均二次粒子径は２００
ｎｍ以下であることが好ましく、より好ましくは１５０ｎｍ以下であり、更に好ましくは
１００ｎｍ以下である。砥粒の平均二次粒子径の減少につれて、研磨用組成物の安定性が
向上する。砥粒の平均二次粒子径は、例えば、大塚電子社製のＦＰＡＲ－１０００を用い
た動的光散乱法により測定することができる。
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【００３９】
　上記長径／短径比は、砥粒の形状に関する値であり、例えば、砥粒の電子顕微鏡画像を
用いて求めることができる。具体的には、砥粒の走査型電子顕微鏡画像において、各砥粒
に対し最小外接矩形を描く。次に、各最小外接矩形について、その長辺の長さ（長径の値
）を短辺の長さ（短径の値）で除することにより長径／短径比を算出する。こうした画像
解析処理に基づく上記長径／短径比の算出は、一般的な画像解析ソフトウェアを用いて行
うことができる。
【００４０】
　砥粒Ａ（又は砥粒Ｂ）の長径／短径比の平均値は、砥粒Ａ（又は砥粒Ｂ）に該当する所
定個数（例えば２００個）の粒子から得られた長径／短径比の平均値を算出することによ
り求めることができる。また、長径／短径比が１．５以上である砥粒の割合は、走査型電
子顕微鏡を用いて所定個数（例えば２００個）の砥粒を観察し、長径／短径比が１．５以
上である砥粒の数を、観察した砥粒の総数で除することにより算出することができる。
【００４１】
　（水）
　水は他の成分の分散媒又は溶媒となる。水は、研磨用組成物に含有される他の成分の働
きを阻害しないことが好ましい。このような水の例として、例えば遷移金属イオンの合計
含有量が１００ｐｐｂ以下の水が挙げられる。水の純度は、例えば、イオン交換樹脂を用
いる不純物イオンの除去、フィルターによる異物の除去、蒸留等によって高めることがで
きる。具体的には、例えば、イオン交換水、純水、超純水、蒸留水等を用いることが好ま
しい。
【００４２】
　（水溶性高分子）
　研磨用組成物は水溶性高分子を含有してもよい。水溶性高分子は、研磨時やリンス処理
時等のシリコン基板の表面処理時において、シリコン基板の研磨面の濡れ性を高める。水
溶性高分子としては、分子中に、カチオン基、アニオン基及びノニオン基から選ばれる少
なくとも一種の官能基を有するものを使用することができる。具体的な水溶性高分子とし
ては、分子中に水酸基、カルボキシル基、アシルオキシ基、スルホ基、第四級窒素構造、
複素環構造、ビニル構造、ポリオキシアルキレン構造等を含むものが挙げられる。
【００４３】
　水溶性高分子の具体例としては、セルロース誘導体、ポリ（Ｎ－アシルアルキレンイミ
ン）等のイミン誘導体、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、ポリビニルピロ
リドンを構造の一部に含む共重合体、ポリビニルカプロラクタム、ポリビニルカプロラク
タムを構造の一部に含む共重合体、ポリオキシエチレン、ポリオキシアルキレン構造を有
する重合体、これらのジブロック型、トリブロック型、ランダム型、及び交互型等の複数
種の構造を有する重合体、ポリエーテル変性シリコーン等が挙げられる。
【００４４】
　水溶性高分子は、一種を単独で用いてもよく、二種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００４５】
　水溶性高分子の中でも、研磨面における濡れ性の向上、パーティクルの低減、及び表面
粗さの低減等の観点から、セルロース誘導体、ポリビニルピロリドン、又はポリオキシア
ルキレン構造を有する重合体が好適である。セルロース誘導体の具体例としては、ヒドロ
キシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシエチルメチルセルロ
ース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、メチルセルロース、エチルセルロース、エ
チルヒドロキシエチルセルロース、カルボキシメチルセルロース等が挙げられる。セルロ
ース誘導体の中でも、シリコン基板の研磨面に濡れ性を与える能力が高く、良好な洗浄除
去性を有する点から、ヒドロキシエチルセルロースが特に好ましい。
【００４６】
　水溶性高分子の重量平均分子量は、ポリエチレンオキサイド換算で、１０００以上であ
ることが好ましく、より好ましくは１００００以上であり、更に好ましくは１０００００
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以上であり、最も好ましくは２０００００以上である。水溶性高分子の重量平均分子量の
増大につれて、シリコン基板の研磨面の濡れ性が高まる。水溶性高分子の重量平均分子量
は、２００００００以下であることが好ましく、より好ましくは１５０００００以下であ
り、更に好ましくは１００００００以下であり、最も好ましくは５０００００以下である
。水溶性高分子の重量平均分子量の減少につれて、研磨用組成物の安定性がより向上する
。
【００４７】
　研磨組成物中の水溶性高分子の含有量は、０．００２質量％以上であることが好ましく
、より好ましくは０．００４質量％以上、更に好ましくは０．００６質量％以上である。
水溶性高分子の含有量の増大につれて、研磨面の濡れ性がより向上する。研磨用組成物中
の水溶性高分子の含有量は、０．５質量％以下であることが好ましく、より好ましくは０
．２質量％以下であり、更に好ましくは０．１質量％以下である。水溶性高分子の含有量
の減少につれて、研磨用組成物の安定性がより向上する。
【００４８】
　（塩基性化合物）
　研磨用組成物は塩基性化合物を含有してもよい。塩基性化合物は、シリコン基板の研磨
面を化学的に研磨する働きをする（ケミカルエッチング）。これにより、シリコン基板を
研磨する際の研磨速度を向上させることが容易となる。
【００４９】
　塩基性化合物の具体例としては、アルカリ金属の水酸化物又は塩、水酸化第四級アンモ
ニウム又はその塩、アンモニア、アミン等が挙げられる。アルカリ金属としては、カリウ
ム、ナトリウム等が挙げられる。塩としては、炭酸塩、炭酸水素塩、硫酸塩、酢酸塩等が
挙げられる。第四級アンモニウムとしては、テトラメチルアンモニウム、テトラエチルア
ンモニウム、テトラブチルアンモニウム等が挙げられる。アルカリ金属の水酸化物又は塩
の具体例としては、水酸化カリウム、炭酸カリウム、炭酸水素カリウム、硫酸カリウム、
酢酸カリウム、塩化カリウム等が挙げられる。水酸化第四級アンモニウム又はその塩の具
体例としては、水酸化テトラメチルアンモニウム、水酸化テトラエチルアンモニウム、水
酸化テトラブチルアンモニウム等が挙げられる。アミンの具体例としては、メチルアミン
、ジメチルアミン、トリメチルアミン、エチルアミン、ジエチルアミン、トリエチルアミ
ン、エチレンジアミン、モノエタノールアミン、Ｎ－（β－アミノエチル）エタノールア
ミン、ヘキサメチレンジアミン、ジエチレントリアミン、トリエチレンテトラミン、無水
ピペラジン、ピペラジン六水和物、１－（２－アミノエチル）ピペラジン、Ｎ－メチルピ
ペラジン、グアニジン等が挙げられる。これらの塩基性化合物は、一種を単独で用いても
よいし、二種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００５０】
　塩基性化合物の中でも、アンモニア、アンモニウム塩、アルカリ金属水酸化物、アルカ
リ金属塩、及び第四級アンモニウム水酸化物から選ばれる少なくとも一種であることが好
ましい。塩基性化合物の中でも、アンモニア、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、水酸
化テトラメチルアンモニウム、水酸化テトラエチルアンモニウム、炭酸水素アンモニウム
、炭酸アンモニウム、炭酸水素カリウム、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム、及び炭酸
ナトリウムから選ばれる少なくとも一種がより好ましい。塩基性化合物の中でも、アンモ
ニア、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、水酸化テトラメチルアンモニウム、及び水酸
化テトラエチルアンモニウムから選ばれる少なくとも一種が更に好ましく、一層好ましく
はアンモニア及び水酸化テトラメチルアンモニウムの少なくとも一方であり、最も好まし
くはアンモニアである。
【００５１】
　研磨用組成物中の塩基性化合物の含有量は、０．００１質量％以上であることが好まし
く、より好ましくは０．００２質量％以上であり、更に好ましくは０．００３質量％以上
である。塩基性化合物の含有量の増大につれて、シリコン基板を研磨する際に高い研磨速
度が得られる。
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【００５２】
　研磨用組成物中の塩基性化合物の含有量は、１．０質量％以下であることが好ましく、
より好ましくは０．５質量％以下であり、更に好ましくは０．２質量％以下である。塩基
性化合物の含有量の減少につれて、シリコン基板の形状が維持され易くなる。
【００５３】
　研磨用組成物のｐＨは８．０以上であることが好ましく、より好ましくは８．５以上で
あり、更に好ましくは９．０以上である。研磨用組成物のｐＨの増大につれて、シリコン
基板を研磨する際に高い研磨速度が得られる。研磨用組成物のｐＨは１２．５以下である
ことが好ましく、より好ましくは１２．０以下、更に好ましくは１１．５以下である。研
磨用組成物のｐＨの減少につれて、シリコン基板の形状が維持され易くなる。
【００５４】
　（キレート剤）
　研磨用組成物はキレート剤を含有してもよい。キレート剤は、研磨系中の金属不純物成
分を捕捉して錯体を形成することによってシリコン基板の金属汚染を抑制する。
【００５５】
　キレート剤の具体例としては、例えば、アミノカルボン酸系キレート剤、及び有機ホス
ホン酸系キレート剤が挙げられる。アミノカルボン酸系キレート剤の具体例としては、エ
チレンジアミン四酢酸、エチレンジアミン四酢酸ナトリウム、ニトリロ三酢酸、ニトリロ
三酢酸ナトリウム、ニトリロ三酢酸アンモニウム、ヒドロキシエチルエチレンジアミン三
酢酸、ヒドロキシエチルエチレンジアミン三酢酸ナトリウム、ジエチレントリアミン五酢
酸、ジエチレントリアミン五酢酸ナトリウム、トリエチレンテトラミン六酢酸、トリエチ
レンテトラミン六酢酸ナトリウムが挙げられる。有機ホスホン酸系キレート剤の具体例と
しては、２－アミノエチルホスホン酸、１－ヒドロキシエチリデン－１，１－ジホスホン
酸、アミノトリ（メチレンホスホン酸）、エチレンジアミンテトラキス（メチレンホスホ
ン酸）、ジエチレントリアミンペンタ（メチレンホスホン酸）、エタン－１，１－ジホス
ホン酸、エタン－１，１，２－トリホスホン酸、エタン－１－ヒドロキシ－１，１－ジホ
スホン酸、エタン－１－ヒドロキシ－１，１，２－トリホスホン酸、エタン－１，２－ジ
カルボキシ－１，２－ジホスホン酸、メタンヒドロキシホスホン酸、２－ホスホノブタン
－１，２－ジカルボン酸、１－ホスホノブタン－２，３，４－トリカルボン酸、α－メチ
ルホスホノコハク酸等が挙げられる。
【００５６】
　（界面活性剤）
　研磨用組成物は界面活性剤を含有してもよい。界面活性剤は、シリコン基板の研磨面の
荒れを抑制する。これにより、研磨面のヘイズレベルを低減することが容易となる。特に
、研磨用組成物が塩基性化合物を含有する場合には、塩基性化合物によるケミカルエッチ
ングによってシリコン基板の研磨面に荒れが生じ易くなる。このため、塩基性化合物と界
面活性剤との併用は特に有効である。
【００５７】
　界面活性剤としては、重量平均分子量が１０００未満のものが好ましく、例えばアニオ
ン性又はノニオン性の界面活性剤が挙げられる。界面活性剤の中でも、ノニオン性界面活
性剤が好適に用いられる。ノニオン性界面活性剤は、起泡性が低いため、研磨用組成物の
調製時や使用時の取り扱いが容易となる。また、ノニオン性界面活性剤を用いた場合、研
磨用組成物のｐＨ調整が容易となる。ノニオン性界面活性剤の具体例としては、ポリエチ
レングリコール、ポリプロピレングリコール等のオキシアルキレン重合体、ポリオキシエ
チレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル、ポリオキシエ
チレンアルキルアミン、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレングリセ
ルエーテル脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル等のポリオキ
シアルキレン付加物等が挙げられる。
【００５８】
　具体的には、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレン共重合体、ポリオキシエチレン
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グリコール、ポリオキシエチレンプロピルエーテル、ポリオキシエチレンブチルエーテル
、ポリオキシエチレンペンチルエーテル、ポリオキシエチレンヘキシルエーテル、ポリオ
キシエチレンオクチルエーテル、ポリオキシエチレン－２－エチルヘキシルエーテル、ポ
リオキシエチレンノニルエーテル、ポリオキシエチレンデシルエーテル、ポリオキシエチ
レンイソデシルエーテル、ポリオキシエチレントリデシルエーテル、ポリオキシエチレン
ラウリルエーテル、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ポリオキシエチレンステアリル
エーテル、ポリオキシエチレンイソステアリルエーテル、ポリオキシエチレンオレイルエ
ーテル、ポリオキシエチレンフェニルエーテル、ポリオキシエチレンオクチルフェニルエ
ーテル、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンドデシルフェ
ニルエーテル、ポリオキシエチレンスチレン化フェニルエーテル、ポリオキシエチレンラ
ウリルアミン、ポリオキシエチレンステアリルアミン、ポリオキシエチレンオレイルアミ
ン、ポリオキシエチレンステアリルアミド、ポリオキシエチレンオレイルアミド、ポリオ
キシエチレンモノラウリン酸エステル、ポリオキシエチレンモノステアリン酸エステル、
ポリオキシエチレンジステアリン酸エステル、ポリオキシエチレンモノオレイン酸エステ
ル、ポリオキシエチレンジオレイン酸エステル、モノラウリン酸ポリオキシエチレンソル
ビタン、モノパルミチン酸ポリオキシエチレンソルビタン、モノステアリン酸ポリオキシ
エチレンソルビタン、モノオレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン、トリオレイン酸ポ
リオキシエチレンソルビタン、テトラオレイン酸ポリオキシエチレンソルビット、ポリオ
キシエチレンヒマシ油、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油等が挙げられる。
【００５９】
　界面活性剤は、一種を単独で用いてもよく、二種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００６０】
　（その他成分）
　研磨用組成物は、必要に応じて研磨用組成物に一般に含有されている公知の添加剤、例
えば有機酸、有機酸塩、無機酸、無機酸塩、防腐剤、防カビ剤等を更に含有してもよい。
【００６１】
　有機酸の具体例としては、ギ酸、酢酸、プロピオン酸等の脂肪酸、安息香酸、フタル酸
等の芳香族カルボン酸、クエン酸、シュウ酸、酒石酸、リンゴ酸、マレイン酸、フマル酸
、コハク酸、有機スルホン酸、有機ホスホン酸等が挙げられる。有機酸塩の具体例として
は、有機酸の具体例で記載した有機酸のナトリウム塩及びカリウム塩等のアルカリ金属塩
、又はアンモニウム塩が挙げられる。
【００６２】
　無機酸の具体例としては、硫酸、硝酸、塩酸、炭酸等が挙げられる。無機酸塩の具体例
としては、無機酸の具体例で記載した無機酸のナトリウム塩及びカリウム塩等のアルカリ
金属塩、又はアンモニウム塩が挙げられる。
【００６３】
　有機酸塩及び無機酸塩の中でも、シリコン基板の金属汚染を抑制するという点から、ア
ンモニウム塩が好ましい。
【００６４】
　有機酸及びその塩、並びに無機酸及びその塩は、一種を単独で用いてもよく、二種以上
を組み合わせて用いてもよい。
【００６５】
　防腐剤及び防カビ剤の具体例としては、イソチアゾリン系化合物、パラオキシ安息香酸
エステル類、フェノキシエタノール等が挙げられる。
【００６６】
　上記した研磨用組成物を用いてシリコン基板の表面を研磨する研磨工程においては、シ
リコン基板の表面に研磨用組成物を供給しながら、同表面に研磨パッドを押し付けてシリ
コン基板及び研磨パッドを回転させる。このとき、研磨パッドとシリコン基板表面との間
の摩擦による物理的作用、及び研磨用組成物中の砥粒とシリコン基板表面との間の摩擦に
よる物理的作用によってシリコン基板の表面は研磨される。研磨用組成物が塩基性化合物
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を含有する場合には、上記物理的作用に加えて、塩基性化合物による化学的作用によって
もシリコン基板の表面は研磨される。
【００６７】
　以上詳述した実施形態によれば、次のような効果が発揮される。
【００６８】
　（１）研磨用組成物を用いて研磨した後のシリコン基板の研磨面に生じるスクラッチを
低減することができるとともに、同研磨面のヘイズレベルを低減することができる。
【００６９】
　（２）研磨用組成物は、シリコン基板を研磨する用途、特にシリコン基板を最終研磨す
る用途に用いられることで、研磨面のヘイズレベルが低く、且つ研磨面にスクラッチの少
ない高品質なシリコン基板を得ることが容易となる。
【００７０】
　（３）半導体基板の製造方法は、上記の研磨用組成物を用いてシリコン基板を研磨する
研磨工程を含む。これにより、研磨面のヘイズレベルが低く、且つ研磨面にスクラッチの
少ないシリコン基板が形成され、同シリコン基板から品質の高い半導体基板を製造するこ
とができる。
【００７１】
　なお、前記実施形態は次のように変更されてもよい。
【００７２】
　・　研磨用組成物は、一剤型であってもよいし、二剤型を含む多剤型であってもよい。
【００７３】
　・　研磨用組成物は、製造時及び販売時には濃縮された状態であってもよい。すなわち
、研磨用組成物は、研磨用組成物の原液の形態で製造及び販売されてもよい。
【００７４】
　・　研磨用組成物は、研磨用組成物の原液を水で希釈することにより調製されてもよい
。この場合の希釈倍率は、好ましくは２倍以上であり、より好ましくは５倍以上であり、
更に好ましくは１０倍以上である。上記希釈倍率が増大するにつれて、研磨用組成物の原
液の輸送コストが安価になるとともに、保管場所を節約することができる。上記希釈倍率
は、好ましくは１００倍以下であり、より好ましくは５０倍以下であり、更に好ましくは
４０倍以下である。上記希釈倍率が減少するにつれて、研磨用組成物の原液の安定性が向
上する。
【００７５】
　・　研磨用組成物に含有される各成分は製造の直前にフィルターによりろ過処理された
ものであってもよい。また、研磨用組成物は、使用の直前にフィルターによりろ過処理し
て使用されるものであってもよい。ろ過処理が施されることによって、研磨用組成物中の
粗大異物が取り除かれて品質が向上する。
【００７６】
　上記ろ過処理に用いるフィルターの材質及び構造は特に限定されるものではない。フィ
ルターの材質としては、例えば、セルロース、ナイロン、ポリスルホン、ポリエーテルス
ルホン、ポリプロピレン、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、ポリカーボネート
、ガラス等が挙げられる。フィルターの構造としては、例えばデプスフィルター、プリー
ツフィルター、メンブレンフィルター等が挙げられる。
【００７７】
　・　研磨用組成物を用いた研磨工程で使用される研磨パッドは、特に限定されない。例
えば、不織布タイプ、スウェードタイプ、砥粒を含むもの、砥粒を含まないもののいずれ
を用いてもよい。
【００７８】
　・　研磨用組成物を用いてシリコン基板を研磨する際に、一度研磨に使用された研磨用
組成物を回収して、シリコン基板の研磨に再び使用してもよい。研磨用組成物を再使用す
る方法としては、例えば、研磨装置から排出される使用済みの研磨用組成物をタンク内に
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いったん回収し、タンク内から再び研磨装置内へ循環させて使用する方法が挙げられる。
研磨用組成物を再使用することで、廃液となる研磨用組成物の排出量を削減し、研磨用組
成物の使用量を減らすことができる。このことは、環境負荷を低減できる点、及びシリコ
ン基板の研磨にかかるコストを抑制できる点において有用である。
【００７９】
　研磨用組成物を再使用すると、砥粒等の成分が研磨により消費され、損失する。このた
め、砥粒等の各成分の減少分を研磨用組成物に補充することが好ましい。補充する成分は
、個別に研磨用組成物に添加されてもよいし、タンクの大きさや研磨条件等に応じて、二
以上の成分を任意の濃度で含んだ混合物として研磨用組成物に添加されてもよい。再使用
される研磨用組成物に対して各成分の減少分を補充することにより、研磨用組成物の組成
が維持されて、研磨用組成物の機能を持続的に発揮させることができる。
【００８０】
　・　研磨用組成物は、平均一次粒子径が１５ｎｍ以上４５ｎｍ以下であり、長径／短径
比の平均値が１．１以上２．０以下である砥粒Ａと、平均一次粒子径が砥粒Ａの平均一次
粒子径の０．２５倍以上０．８倍以下であり、長径／短径比の平均値が１．１以上２．０
以下である砥粒Ｂとを配合することによって製造されるものであってもよい。
【００８１】
　この場合、砥粒Ａ及びＢの各平均一次粒子径の値は、ＢＥＴ法により測定される比表面
積から算出される平均一次粒子径であってもよい。比表面積の測定は、例えば、マイクロ
メリテックス社製の“Flow SorbII 2300”を用いて行うことができる。
【００８２】
　・　研磨用組成物は、長径／短径比が１．５以上である砥粒と長径／短径比が１．５未
満である砥粒とを、２０：８０乃至８０：２０の配合比（粒子数比）で配合することによ
って製造されるものであってもよい。
【００８３】
　・　研磨用組成物は、平均一次粒子径が１５ｎｍ以上４５ｎｍ以下であり、長径／短径
比の平均値が１．１以上２．０以下である砥粒Ａと、平均一次粒子径が砥粒Ａの平均一次
粒子径の０．２５倍以上０．８倍以下であり、長径／短径比の平均値が１．１以上２．０
以下である砥粒Ｂとを含むこと、及び、研磨用組成物中の砥粒の総数に対する、長径／短
径比が１．５以上である砥粒の数の割合が２０％以上８０％以下であることの両方の特徴
を備えるものであってもよい。
【００８４】
　・　研磨用組成物は、シリコン基板を研磨する以外の用途で使用されてもよい。例えば
、ステンレス鋼などの金属、プラスチック、ガラス、及びサファイア等の研磨製品を得る
ために用いてもよい。
　・　参考例の態様では、砥粒を含有する研磨用組成物であって、その研磨用組成物中に
含有される砥粒の総数に対する、長径／短径比が１．５以上である砥粒の数の割合が２０
％以上８０％以下である研磨用組成物が提供される。
【実施例】
【００８５】
　実施例及び比較例を挙げて前記実施形態を更に具体的に説明する。
【００８６】
　［実施例１］
　平均一次粒子径の異なるシリカ粒子Ａ（砥粒Ａ）及びシリカ粒子Ｂ（砥粒Ｂ）、塩基性
化合物としてのアンモニア、水溶性高分子としての重量平均分子量が２５０，０００のヒ
ドロキシエチルセルロース、並びにイオン交換水を配合して、実施例１－１～１－３’及
び比較例１－１～１－７の研磨用組成物を調製した。シリカ粒子Ａ及びシリカ粒子Ｂとし
ては、一次粒子径に基づく粒度分布が正規分布曲線を形成する（単分散の）コロイダルシ
リカをそれぞれ使用した。
【００８７】
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　各実施例及び比較例の研磨用組成物の共通組成を表１に示す。また、シリカ粒子Ａ及び
シリカ粒子Ｂの詳細な構成を表３及び４に示す。表３及び４に示すシリカ粒子Ａ及びシリ
カ粒子Ｂの平均一次粒子径は、日立製作所製の走査型電子顕微鏡“Ｓ－４７００”を用い
た写真観察に基づく平均一次粒子径であり、平均二次粒子径は動的光散乱法により測定さ
れた平均二次粒子径である。
【００８８】
　次に、各実施例及び比較例の研磨用組成物を用いて、予備研磨後のシリコン基板の表面
を表２に記載の条件で研磨した（最終研磨に相当）。使用したシリコン基板は、直径が３
００ｍｍ、伝導型がＰ型、結晶方位が＜１００＞、抵抗率が０．１Ω・ｃｍ以上１００Ω
・ｃｍ以下であり、株式会社フジミインコーポレーテッド製の研磨スラリー（商品名ＧＬ
ＡＮＺＯＸ　１１０３）を用いて予備研磨したものである。各実施例及び比較例の研磨用
組成物について研磨速度を評価するとともに、研磨後のシリコン基板について研磨面のヘ
イズレベル及びスクラッチの度合いを評価した。
【００８９】
　（研磨速度）
　研磨前後におけるシリコン基板の質量差を測定し、得られた質量差をシリコン基板の密
度、面積、及び研磨時間で除することにより研磨速度を算出するとともに、その算出値に
基づいて研磨速度をＡ～Ｅで評価した。その結果を表３及び４の“研磨速度”欄に示す。
研磨速度の評価基準は以下のとおりである。
【００９０】
　Ａ：研磨速度が０．１０μｍ／分以上である場合。
【００９１】
　Ｂ：研磨速度が０．０８μｍ／分以上０．１０μｍ／分未満である場合。
【００９２】
　Ｃ：研磨速度が０．０６μｍ／分以上０．０８μｍ／分未満である場合。
【００９３】
　Ｄ：研磨速度が０．０４μｍ／分以上０．０６μｍ／分未満である場合。
【００９４】
　Ｅ：研磨速度が０．０４μｍ／分未満である場合。
【００９５】
　（ヘイズレベル）
　ケーエルエー・テンコール社製のウェーハ検査装置“Surfscan SP2”を用いて、同装置
のＤＷＯモードで研磨後のシリコン基板の研磨面を計測したときに得られる測定値に基づ
いて同研磨面のヘイズレベルをＡ～Ｅで評価した。その結果を表３及び４の“ヘイズレベ
ル”欄に示す。ヘイズレベルの評価基準は以下のとおりである。
【００９６】
　Ａ：上記測定値が０．０９０ｐｐｍ未満である場合。
【００９７】
　Ｂ：上記測定値が０．０９０ｐｐｍ以上０．０９５ｐｐｍ未満である場合。
【００９８】
　Ｃ：上記測定値が０．０９５ｐｐｍ以上０．１００ｐｐｍ未満である場合。
【００９９】
　Ｄ：上記測定値が０．１００ｐｐｍ以上０．１２０ｐｐｍ未満である場合。
【０１００】
　Ｅ：上記測定値が０．１２０ｐｐｍ以上である場合。
【０１０１】
　（スクラッチ）
　ケーエルエー・テンコール社製のウェーハ検査装置“Surfscan SP2”を用いて、研磨後
のシリコン基板の研磨面におけるスクラッチの度合いをＡ又はＤで評価した。その結果を
表３及び４の“スクラッチ”欄に示す。スクラッチの度合いの評価基準は以下のとおりで
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【０１０２】
　Ａ：シリコン基板の研磨面にスクラッチが確認されない場合。
【０１０３】
　Ｄ：シリコン基板の研磨面にスクラッチが確認された場合。
【０１０４】
【表１】

【０１０５】
【表２】

【０１０６】
【表３】

【０１０７】
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【表４】

　表３に示すように、実施例１－１～１－３’においては、研磨速度、ヘイズレベル及び
スクラッチの度合いのいずれにおいても優れた結果が得られた。特に、長径／短径比が１
．５以上である砥粒の割合が砥粒全体の２０％以上８０％以下の範囲内にある実施例１－
１、１－２、及び１－３においては、研磨速度、ヘイズレベル及びスクラッチの度合いの
いずれにおいても極めて優れた結果が得られた。一方、表４に示すように、比較例１－１
～１－７においては、研磨速度、ヘイズレベル及びスクラッチの度合いのうち一つ以上が
不十分であった。
【０１０８】
　これらの結果から、好適な研磨速度を維持しつつ、研磨面のヘイズレベル及びスクラッ
チを低減させるという観点において、研磨用組成物中に、平均一次粒子径が１５ｎｍ以上
４５ｎｍ以下であるシリカ粒子Ａ、及び平均一次粒子径がシリカ粒子Ａの平均一次粒子径
の０．２５倍以上０．８倍以下であるシリカ粒子Ｂを含有させること、並びにシリカ粒子
Ａ及びシリカ粒子Ｂにおける長径／短径比の平均値を１．１以上２．０以下とすることが
有効であると示唆される。
【０１０９】
　［参考例２］
　砥粒として、長径／短径比が１．５以上のシリカ粒子及び長径／短径比が１．５未満の
シリカ粒子を種々の割合で含むコロイダルシリカを用意した。上記コロイダルシリカ、塩
基性化合物としてのアンモニア、水溶性高分子としての重量平均分子量が２５０，０００
のヒドロキシエチルセルロース、並びにイオン交換水を配合して、参考例２－１～２－４
及び比較例２－１～２－３の研磨用組成物を調製した。
【０１１０】
　各参考例及び比較例の研磨用組成物の共通組成は上記表１に示すとおりである。また、
砥粒の詳細な構成を表５に示す。表５に示す砥粒の平均一次粒子径は、ＢＥＴ法で測定さ
れた比表面積から求められた平均一次粒子径である。上記長径／短径比は、日立製作所製
の走査型電子顕微鏡“Ｓ－４７００”を用いた写真観察に基づいて算出した長径／短径比
である。
【０１１１】
　次に、各参考例及び比較例の研磨用組成物を用いて、予備研磨後のシリコン基板の表面
を研磨した。使用したシリコン基板及び研磨条件は実施例１と同様である。また、実施例
１と同様にして、研磨速度、ヘイズレベル及びスクラッチの度合いを評価した。それらの
結果を表５の“研磨速度”欄、“ヘイズレベル”欄及び“スクラッチ”欄に示す。ただし
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【０１１２】
　Ａ：研磨速度が０．０５μｍ／分以上である場合。
【０１１３】
　Ｂ：研磨速度が０．０４μｍ／分以上０．０５μｍ／分未満である場合。
【０１１４】
　Ｃ：研磨速度が０．０３μｍ／分以上０．０４μｍ／分未満である場合。
【０１１５】
　Ｄ：研磨速度が０．０２μｍ／分以上０．０３μｍ／分未満である場合。
【０１１６】
　Ｅ：研磨速度が０．０２μｍ／分未満である場合。
【０１１７】
【表５】

　表５に示すように、参考例２－１～２－４においては、研磨速度、ヘイズレベル及びス
クラッチの度合いのいずれにおいても優れた結果が得られた。一方、比較例２－１～２－
３においては、研磨速度、ヘイズレベル及びスクラッチの度合いのうち一つ以上が不十分
であった。
【０１１８】
　これらの結果から、好適な研磨速度を維持しつつ、研磨面のヘイズレベル及びスクラッ
チを低減させるという観点において、研磨用組成物中の砥粒の総数に対する、長径／短径
比が１．５以上である砥粒の数の割合を２０％以上８０％以下とすることが有効であると
示唆される。
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